
【機密性1情報】 様式3-4

公益
法人
の区
分

国認定、
都道府県
認定の区

分

応札・
応募者
数

トラッキングシステムの開発

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R6.2.6
株式会社Qoncept
東京都渋谷区渋谷2-19-15　宮益
坂ビルディング301

1010001200514

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本トラッキングシステムは、株式会社Qonceptが自社
所有の特許（特許第5500400号、特許第5500404号）を
用いて製造したため、システムの改修が可能なのは、
株式会社Qonceptのみである。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

34,342,000 － 0 － － －

フォースプレートラックの購
入について

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R6.2.29
Hawkin Dynamics LLC
90 Bridge St. Ste 230
WESTBROOK ME 04092, USA

－

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
支援分野のひとつであるトレーニングサポートにおい
ては、オリンピックアスリート・パラリンピックアス
リート問わず様々な競技特性や障がい特性に応じたト
レーニングサポートを様々な環境下で提供する必要が
あり、これに応じることを可能とするためのサポート
環境構築が求められる。そのため、必要とされる機能
を有した機器を選定することが必要である。必要な要
件を全て満たす機器は、同社のHawkin Dynamicsのみ
であるため、同社と随意契約するものである。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

1,619,192 － 0 － － －
＄11,155.30
にて契約

落札率

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター（法人番号：5011105002256）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公開（物品･役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）
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備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日
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契約金額
（単位：円）

人事給与統合システム保守業
務等の委託

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R6.2.27
One人事株式会社
東京都品川区南大井6-26-2

8010001129689

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本件の保守対象システムは、センターの給与体系等に
合った人事給与システムを構築するため、国家公務員
の人事・給与・社会保険の取扱いに準拠したソフト
ウェアであるU-PDS（現名称：One人事【Public 人事
給与_V6】）をカスタマイズし、諸手当認定やマイナ
ンバーに係るサブシステムを加えたことにより構成さ
れたシステムである。
当該ソフトウェアに係るプログラムの著作権について
は、開発元であり導入業者であるOne人事株式会社
（導入当初社名：株式会社日進サイエンティア）に帰
属し、センターはその使用権のみを有することとなっ
ているため、プログラムの改変等を含む保守業務を実
施することができるのは、One人事株式会社のみであ
る。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

5,188,400 － 0 － － －

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


